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（
平
成
二
七
年
六
月
三
日
法
律
第
三
四
号
）

一
、
提
案
理
由（
平
成
二
七
年
四
月
二
二
日
・
衆
議
院
文
部
科
学
委

員
会

）

○
下
村
国
務
大
臣

こ
の
た
び
、
政
府
か
ら
提
出
い
た
し
ま
し
た
平
成
三

十
二
年
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
・
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大

会
特
別
措
置
法
案
及
び
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会

特
別
措
置
法
案
に
つ
い
て
、
そ
の
提
案
理
由
及
び
内
容
の
概
要
を
御
説
明

申
し
上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
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略
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…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法

案
に
つ
い
て
御
説
明
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
二
十
一
年
七
月
、
平
成
三
十
一
年
に
開
催
さ
れ
る
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー

ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
の
開
催
国
が
日
本
に
決
定
い
た
し
ま
し
た
。

政
府
と
い
た
し
ま
し
て
は
、
同
大
会
の
招
致
に
当
た
り
、
平
成
二
十
一

年
四
月
に
閣
議
口
頭
了
解
を
行
っ
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
、
さ
ら
に
、
開

催
決
定
後
、
昨
年
四
月
に
設
置
さ
れ
た
二
〇
二
〇
年
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ

ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
東
京
大
会
等
に
関
す
る
閣
僚
会
議
に
お
い
て
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
と
ラ
グ
ビ
ー

ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
と
の
一
体
的
な
準
備
に
配
意
し
つ
つ
、
重
要
問
題

の
協
議
等
を
行
う
こ
と
と
し
て
い
る
と
こ
ろ
で
あ
り
ま
す
。

今
回
の
法
律
案
は
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、

こ
の
よ
う
な
政
府
に
よ
る
支
援
の
一
環
と
し
て
、
必
要
な
特
別
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
、
そ
の
内
容
の
概
要
は
、
次
の
と
お
り
で

あ
り
ま
す
。

第
一
に
、
こ
の
法
律
案
の
趣
旨
は
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会

が
大
規
模
か
つ
国
家
的
に
重
要
な
ス
ポ
ー
ツ
の
競
技
会
で
あ
る
こ
と
、
並

び
に
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
の
準
備
及
び
運
営
が
そ
の
翌
年
に

開
催
さ
れ
る
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
競
技
大
会
及
び
東
京
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク

競
技
大
会
の
準
備
及
び
運
営
と
密
接
な
関
連
を
有
す
る
も
の
で
あ
る
こ
と

に
鑑
み
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に

資
す
る
た
め
、
必
要
な
特
別
の
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
し
て
お
り
ま
す
。

第
二
に
、
お
年
玉
付
郵
便
葉
書
等
に
関
す
る
法
律
に
規
定
す
る
寄
附
金

付
郵
便
葉
書
等
は
、
公
益
財
団
法
人
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
二
〇
一

九
組
織
委
員
会
が
調
達
す
る
同
大
会
の
準
備
及
び
運
営
に
必
要
な
資
金
に

充
て
る
こ
と
を
寄
附
目
的
と
し
て
発
行
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と
と
し
て

お
り
ま
す
。
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第
三
に
、
組
織
委
員
会
は
、
同
大
会
の
準
備
及
び
運
営
に
関
す
る
業
務

の
う
ち
、
国
の
事
務
ま
た
は
事
業
と
の
密
接
な
連
携
の
も
と
で
実
施
す
る

必
要
が
あ
る
も
の
を
円
滑
か
つ
効
果
的
に
行
う
た
め
、
国
の
職
員
を
組
織

委
員
会
の
職
員
と
し
て
必
要
と
す
る
と
き
は
、
そ
の
派
遣
を
要
請
す
る
こ

と
が
で
き
る
こ
と
と
し
、
当
該
要
請
が
あ
っ
た
場
合
、
任
命
権
者
は
派
遣

の
必
要
性
等
を
勘
案
し
て
、
国
の
職
員
を
派
遣
す
る
こ
と
が
で
き
る
こ
と

と
す
る
と
と
も
に
、
組
織
委
員
会
の
役
員
及
び
職
員
は
、
刑
法
そ
の
他
の

罰
則
の
適
用
に
つ
い
て
は
、
法
令
に
よ
り
公
務
に
従
事
す
る
職
員
と
み
な

す
こ
と
と
し
て
お
り
ま
す
。

以
上
が
、
こ
れ
ら
の
法
律
案
の
提
案
理
由
及
び
そ
の
内
容
の
概
要
で
あ

り
ま
す
。

何
と
ぞ
、
十
分
御
審
議
の
上
、
速
や
か
に
御
可
決
く
だ
さ
い
ま
す
よ
う

お
願
い
い
た
し
ま
す
。

二
、
衆
議
院
文
部
科
学
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
四
月
二
八
日
）

○
福
井
照
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
文
部
科
学
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
及
び
結
果
を
御
報
告
申
し

上
げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法

案
は
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
特
別
の
措
置
を

講
じ
よ
う
と
す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

両
案
は
、
四
月
十
七
日
本
委
員
会
に
付
託
さ
れ
、
二
十
二
日
下
村
文
部

科
学
大
臣
か
ら
提
案
理
由
の
説
明
を
聴
取
い
た
し
ま
し
た
。

二
十
四
日
、
質
疑
終
局
後
、
討
論
を
行
い
、
採
決
の
結
果
、
東
京
オ
リ

ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
特
措
法
案
は
賛
成
多
数
を
も
っ
て
原

案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
措
法
案
は
全
会
一
致
を

も
っ
て
原
案
の
と
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
し
ま
し
た
。

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

三
、
参
議
院
文
教
科
学
委
員
長
報
告（
平
成
二
七
年
五
月
二
七
日
）

○
水
落
敏
栄
君

た
だ
い
ま
議
題
と
な
り
ま
し
た
両
法
律
案
に
つ
き
ま
し

て
、
文
教
科
学
委
員
会
に
お
け
る
審
査
の
経
過
と
結
果
を
御
報
告
申
し
上

げ
ま
す
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

次
に
、
平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法

案
は
、
大
会
の
円
滑
な
準
備
及
び
運
営
に
資
す
る
た
め
、
寄
附
金
付
郵
便

葉
書
等
の
発
行
の
特
例
等
に
つ
い
て
必
要
な
特
別
の
措
置
を
講
じ
よ
う
と

す
る
も
の
で
あ
り
ま
す
。

委
員
会
に
お
き
ま
し
て
は
、
両
法
律
案
を
一
括
し
て
議
題
と
し
、
オ
リ

平
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ラ
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ビ
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ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
担
当
大
臣
及
び
大
会
推
進
本
部
の
役
割
、

新
国
立
競
技
場
計
画
の
進
捗
状
況
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
へ

の
積
極
的
な
支
援
の
必
要
性
等
に
つ
い
て
質
疑
が
行
わ
れ
た
ほ
か
、
東
京

オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
特
別
措
置
法
案
に
つ
い
て
、
内

閣
委
員
会
と
の
連
合
審
査
会
を
開
会
い
た
し
ま
し
た
が
、
そ
の
詳
細
は
会

議
録
に
よ
っ
て
御
承
知
願
い
た
い
と
存
じ
ま
す
。

質
疑
を
終
局
し
、
討
論
に
入
り
ま
し
た
と
こ
ろ
、
日
本
共
産
党
を
代
表

し
て
田
村
委
員
よ
り
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ
ン
ピ
ッ
ク
大
会
特

別
措
置
法
案
に
反
対
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
案

に
賛
成
の
意
見
が
述
べ
ら
れ
ま
し
た
。

討
論
を
終
わ
り
、
順
次
採
決
の
結
果
、
東
京
オ
リ
ン
ピ
ッ
ク
・
パ
ラ
リ

ン
ピ
ッ
ク
大
会
特
別
措
置
法
案
は
多
数
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ

き
も
の
と
決
定
し
、
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
法
案
は

全
会
一
致
を
も
っ
て
原
案
ど
お
り
可
決
す
べ
き
も
の
と
決
定
い
た
し
ま
し

た
。

…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…（
略
）…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…
…

以
上
、
御
報
告
申
し
上
げ
ま
す
。

平
成
三
十
一
年
ラ
グ
ビ
ー
ワ
ー
ル
ド
カ
ッ
プ
大
会
特
別
措
置
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